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森林の伐採には届け出が必要です 農林振興課 林務水産係
☎476-1111（511・512）

問

さつまいも基腐病を防ぐ対策 農林振興課 営農推進係
☎476-1111（515）

問

◆森林所有者及び森林を伐採される方、ご存じですか？
　森林（保安林などの森林を除きます）を伐採する場合は、伐採する 90日から 30日前までに森
林がある市町長へ「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出しなければなりません。

○「届出書」、「状況報告書」については、森林法によりその提出が義務づけられています。

　市町長へ「伐採及び伐採後の
造林に係る森林の状況報告書」
を提出しなければなりません。

○ 人工造林は伐採の翌年度から２年以内に行い、
造林が完了した日から 30 日以内に報告が必
要です。

○ 天然更新は伐採の翌年度から５年以内に行い、
更新が完了した日から 30 日以内に報告が必
要です。

○転用は伐採後 30日以内に報告が必要です。

その後
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